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（主要指針） 

・OPEN   （１）議会情報の提供・意見集約（広報・広聴） 
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   佐賀市議会 ICT 推進基本計画    

 

序序序序    章章章章        計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

    

 情報通信技術（ICT）の開発と共に活用が提唱され、躍進する ICT 産業が与える 

影響は、社会全体の仕組みに新たな変化を生み出している。 

特に ICT の急速な進化に代表されるスマートフォン、タブレット端末、ソーシャル 

メディア、クラウド等の普及が、私たちのライフスタイル・ワークスタイルの幅広い

場面において変化をもたらしている。そして、様々な分野における ICT 化が急激に進

み始めた。行政分野では番号制度（マイナンバー）の導入計画とともに、行政事務の

効率化を目的とした ICT 化が進んでいるほか、医療・農業・教育等における導入事例

が今や毎日のように報告されている。 

 情報化社会の著しい進歩に伴い、議会改革と共に議会の ICT 化が全国的に推進され

ている。 

 佐賀市議会においても、ICT 化による運営の効率化、積極的な議会広報広聴活動、

政策提言等を展開すべきであり ICT 化の推進計画を速やかに構築すべきである。 

 

 

第第第第１１１１章章章章        総論総論総論総論        

   １ 計画策定の背景  

佐賀市議会基本条例に基づき、議会改革を推進するにあたり議会改革等検討会

が設置され改革内容が審議された。議会改革等検討会にて答申が出され議会運

営委員会にて議会の ICT 化推進を決議し計画策定が決まった。 

 

議会運営等改革検討会答申 

当市議会内に「体系的・計画的な ICT 化を検討する組織（会議） 」を早期に

設置し、議会の ICT 化を推進すべきである。 

＜ 参考：ICT化の検討の視点＞ 

当市議会においては、ICTをいろんな分野に活用しているが、個別・断片的な活用で

あり、議会として、これを専門に検討する組織が設置されたことはなく、ICTの活用

が体系的・計画的にすすめられているとは言い難い。 

厳しい市財政状況が続くなか、議会費予算も毎年削減されている。この状況において、

議会としてICTを推進していくためには、議会としてのICTの活用についての方向性を

明らかにするとともに、その推進策を項目別に検討・評価し、体系的にまとめた計画

がなければ、予算措置は難しい。全てを実施するではなく、計画のなかで優先的なも

のを実施していくという視点がなければ、ICTの活用は進まない。 



議会においてICTを進めていくうえで、もっとも重要なことは、議会として項目ごと

に実施時期を定め、その時期にあわせ全ての議員が自己研鑽又は議会の研修等を通じ

て、例外なく取り組むことである。そうでなければ、ICT化は、費用対効果が得られ

ないばかりか、その本来のメリットを失う恐れがある。 

   ２ 計画策定の目的 

佐賀市議会では議会改革の取組として市民への議会の情報発信と意見集約を 

行い、議会内情報の一元化と各種資料のデジタル化を図り、事務の合理化 

効率化を促進するため ICT 化の積極的推進を図る。 

 

    

    

第第第第２２２２章章章章        基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

（主要指針） 

・OPEN   （１）議会情報の提供・意見集約（広報・広聴） 

・PLAY  （２）議会活動における ICT 化の推進 

・CHANGE （３）会議等、事務の合理化・効率化 

 

 

 

 

 

第第第第３３３３章章章章        事業計画事業計画事業計画事業計画・・・・事業事業事業事業のののの展開展開展開展開        

 

事業計画における重点プロジェクト 

 

１ 市民との情報共有の推進 

◎ 議会ホームページによる情報発信 

◎ SNS を利用した議会情報の発信 

◎ 本会議のインターネット動画配信（ライブ、録画） 

   ◎ 各種会議のインターネット動画配信 

 

 

 

２ 市民参加による議会運営 

◎ 議会活動への電子提言 

◎ 議会アンケートの実施 

 



 

３ 議会内のペーパーレス化の促進 

◎ 各種会議資料のペーパーレス化 

◎ 各種資料のペーパーレス化 

◎ 会議通知、各種式典通知等のペーパーレス化 

 

 

４ 機器及びシステムの構築 

◎ ぺーパーレスに伴うタブレットの整備 

◎ 会議におけるパソコン、タブレットの活用 

◎ クラウド化によるデータ管理（執行部、議会事務局） 

 

 

５ 議場等の環境整備 

◎ プレゼンテーション機器の整備 

◎ 議場を含む議会エリアの無線 LAN（Wi-Fi）環境整備 

◎ 電子採決システムの整備 

 

 

６ セキュリティ対策と更新計画 

◎ 計画の実施に伴うセキュリティ対策の構築 

◎ ICT における技術革新に対し機器更新等の計画の見直し 

 

 

７ 財源措置 

◎ ICT 化における費用対効果の検証 

◎ 機器整備における予算計画 

◎ 議会エリアにおける環境整備の予算計画 

 

８ 研修等 

◎ 機器導入に伴う研修 

◎ 環境整備における研修 

 

 

 


